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令和７年度 史跡甲府城跡地盤調査業務委託 

特記仕様書 

 

第１章 総 則 

第１条 適 用 

本特記仕様書は、山梨県立考古博物館が発注する下記の地盤調査業務委託（以下、「本業務」

という。）に適用する。 

 （業務名称）史跡甲府城跡地盤調査業務 

 （業務場所）甲府市丸の内１丁目１３１ほか 

 

第２条 目 的 

本業務は、非破壊探査手法である電気探査と微動探査を実施する。電気探査は甲府城跡に

おける地下水の浅部分布環境および地盤状況を把握し、微動探査は甲府城跡を中心とした約

1km 四方の周辺地域における浅部地盤状況を把握し、昨年度実施した史跡指定地内の調査成

果と総合して、史跡整備に資する情報を得ることを目的とする。 

 

第３条 法令等の遵守 

１．本業務委託は山梨県立考古博物館（以下、「甲」という。）の指示に基づいて、受託者（以

下、「乙」という。）は誠実に実施しなければならない。 

２．乙は、諸法令を遵守し、関係官公署に対する手続きを漏れなく行うものとする。 

 

第４条 作業計画 

１．乙は、本業務の実施にあたり、甲と十分協議のうえ作業計画を作成し、作業計画書及び

工程表等、甲が必要とする書類を提出し、甲の承認をうけなければならない。 

２．乙は、本業務の作業中における進捗状況を、随時甲に対し報告しなければならない。 

 

第５条 留意事項 

１．乙は、本業務の実施にあたり、調査対象地である史跡指定地内及びその周辺地域に対し

十分協調を心掛け、周辺住民、交通機関及び建造物等に損害及び事故を与えぬよう留意

しなければならない。 

２．本業務履行中に、万一第三者に対して事故等が生じた場合には、速やかに甲に対して報

告するものとし、乙の責任において解決するものとする。 

３． 乙は、業務上知り得た機密事項について、他に漏らしてはならない。 

 

第６条 疑 義 

本特記仕様書に明示のなき事項または疑義が生じた事項については、両者協議をしてこれ

を解決するものとする。 

 

第７条 その他 

  １．本業務の遂行にあたっては、甲府城跡が国指定の史跡であることを十分に理解した上で、

文化財に毀損のないよう、十分に注意して業務にあたることとする。 

２．乙は、考古学上必要と思われる事項については、特に留意して成果品の向上に努めるも

のとする。 
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第２章 業務内容 

第８条 対象範囲及び作業内容 

本業務の対象範囲及び作業内容については以下のとおりとする。 

１．対象地区： 史跡甲府城跡及びその周辺約１km四方 

     （山梨県甲府市丸の内１丁目１３１ほか）  

２．履行期間： 自 契約締結日の翌日 

          至 令和８年３月２７日（金） 

３．作業内容 ：①電気探査 

              ②微動探査 

４．作 業 量  ：①電気探査…2,100m 

              ②微動探査…400点 

 

第９条 計画・準備 

本業務を実施するに際し、既存資料等を参考にして合理的な調査計画、工程計画を策定す

ること。なお、現地状況によって、測線配置の変更により良好な結果が得られると判断され

る場合は、監督員と協議の上変更すること。 

 

第１０条 電気探査 

１．測定装置 

本業務実施において、二次元の比抵抗構造が求められる機器を使用すること。 

２．測線設定 

測線長は、2,100m とする。なお、現況を確認した結果、障害物等により、測線配置が

困難な場合は、監督員と協議することとする。 

  ３．測 定 

     設定した測線毎に電気探査を実施する。測線は、測線名、起点および終点を明確にし、   

GNSS座標データ等を取得することで、測定記録と現地での位置の対応がつくようにする

こと。測定に際し、舗装路面や未舗装地の芝などを傷めないように配慮した測定を行う

こと。本業務での探査深度は、石垣に影響を及ぼす恐れのある浅部 10m 程度を対象とす

る。 

  ４．解 析 

     測定記録から比抵抗構造断面図を作成し、地下水の浅部分布環境および地盤状況を推

定する。 

 

第１１条 微動探査 

１．測定装置 

本業務実施において水平成分および垂直成分の微動が求められる機器を使用すること。 

２．観測点設定 

探査範囲は約 1km四方とする。この範囲内において、観測点は約 50m格子状に配置し、

計 400 地点とする。なお、市街地で探査するため、道路や線路・建物等により測定装置

の配置が困難な場合は適宜、観測点を変更する。 

３．観 測 

設定した観測点毎に単点微動探査を実施する。写真等によって観測点の位置を記録し、
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地図と観測地点の対応がつくようにすること。 

４．解 析 

     解析にはＨ/Ｖスペクトル比（水平対垂直スペクトル比（ＨＶＳＲ））を用いて、表層

地盤構造分布図を作成すること。昨年度に甲府城跡内で実施した表面波探査結果である

基盤深度分布図と照合し、両探査結果の特性について検証すること。 

 

第１２条 報告書の作成 

探査結果並びに既往資料等を基に地盤構造について検討を行い、所見をまとめ、基盤深度

や谷地形等を推定した平面図を添付した報告書を作成すること。 

 

第３章 技術者等の要件 

第１３条 技術者 

１．主任技術者 

   技術士（応用理学部門）の資格を有する主任技術者を定めること。主任技術者は、

遺跡調査に関する物理探査の調査経験があり、物理探査学会または日本文化財科学

会の会員であること。  

  ２．担当技術者 

     担当技術者は、遺跡調査に関する物理探査の調査経験があるものを定めること。 

 

第１４条 会社実績 

１．史跡における電気探査および微動探査を用いた文化財保護に関する調査実績を有する会

社であること。 

２．自社で調査機材を設備し、その管理や取扱いに精通した技術者が常駐していること。 

 

第４章 その他 

第１５条 業務における留意事項 

現地調査に当たっては、探査範囲が公園敷地内および市街地であることに十分留意し、

観光客や地元住民、公園関係者、車両等との接触事故等が発生しないよう作業員等に安

全教育の徹底を図り、指導・監督に努めること。作業員は現場作業中には腕章を着用し、

委託を受けて遺跡調査を行っている旨を明示すること。 

 

第１６条 成果品の帰属 

１．乙は甲の承認を得ずに成果品や資料を他に公表、貸与又は使用してはならない。ま

た本業務の著作権等は一切、甲に帰属する。 

２．従って、本業務の成果を発掘調査報告書等に掲載する際、また、独立行政法人奈良

文化財研究所が主催する「全国遺跡報告総覧」にPDFデータ等を登録・公開する際、

甲は乙に対して別途許諾申請をしない。 

 

第１７条 資料の貸与・提供 

本業務の実施に当たり、必要となる資料は可能な範囲で甲から乙に貸与・提供する。 
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第１８条 打合せ等 

１．打合せは、「業務着手時」「中間報告」および「成果品納入時」を含めて、３回以上

打合せをおこなうものとする。 

２．本業務の遂行にあたり、本特記仕様書に定める以外の事項で疑義が生じた場合には、

監督員と協議の上、決定すること。 

３．業務中において、乙が第三者から苦情または注文等を受けた場合は、その内容、相

手方氏名および連絡先を速やかに監督員に報告すること。 

 

 

第５章 成果品 

第１９条 成果品 

本業務の成果品は以下の内容を含む報告書（Ａ４版製本）3 部とする、また併せて、

その内容を記録したＣＤ-ＲＯＭ等の電子データを１部提出するものとする。 

・ 探査結果報告書 

・ 物理探査測線配置図 

・ 電気探査解析結果（二次元比抵抗断面、地下水・地盤等浅部分布状況平面図） 

・ 微動探査解析結果（一次元Ｓ波速度構造、二次元表層地盤構造分布図） 

・ 現場記録写真  


